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詳
細
は
、
採
用
試
験
要
領（
市
役
所
４

階
職
員
課
、
七
生
支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所

に
あ
り
。
市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▼
平
成
30
年
10
月
１
日
採
用
予
定

募
集
職
種
・
定
員
保
健
師（
４
人
程
度
）、

事
務
職
員
Ａ（
総
合
行
政
職
・
５
人
程
度
）

▼
平
成
31
年
４
月
１
日
採
用
予
定

募
集
職
種
・
定
員
事
務
職
員
Ａ（
総
合
行
政

職
・
25
人
程
度
）、
事
務
職
員
Ａ（
身
体
障

害
者・若
干
人
）、事
務
職
員
Ｂ（
保
育
士・

幼
稚
園
教
諭
・
10
人
程
度
）

　

い
ず
れ
も
一
次
試
験
日
６
月
16
日
㈯
〜

28
日
㈭

選
考
テ
ス
ト
セ
ン
タ
ー
方
式

問
職
員
課（
☎
514
・
８
１
４
６
）

小
学
校
給
食
調
理
員（
臨
時
職
員
）募
集
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勤
務
日
時
月
曜
〜
金
曜
日
週
５
日
午
前
７

時
30
分
〜
午
後
４
時
※
実
働
時
間
は
７
・

５
時
間

勤
務
場
所
一
小
、
潤
徳
小
、
平
山
小

募
集
人
数
若
干
人

時
給
１
千
80
円
※
交
通
費
別
途
支
給

そ
の
他
資
格
不
問
。
勤
務
日
数
に
よ
り

有
給
休
暇
あ
り

申
込
４
月
25
日
㈬（
必
着
）ま
で
に
〒
191-

８
６
８
６
日
野
市
役
所
５
階
学
校
課
へ
履

歴
書（
写
真
貼
付
）を
郵
送
ま
た
は
持
参

問
学
校
課（
☎
514
・
８
７
４
９
）

平
成
30
年
度
市
内
学
童
ク
ラ
ブ
嘱
託
指

導
員
募
集
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詳
細
は
、
要
領（
市
役
所
２
階
子
育
て

課
に
あ
り
。
市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

勤
務
日
月
曜
〜
土
曜
日
の
う
ち
週
５
日

ま
た
は
6
日

勤
務
時
間
月
曜
〜
金
曜
日
午
前
10
時
〜
午

後
６
時
ま
た
は
午
前
10
時
30
分
〜
午
後
６

時
30
分
、
土
曜
日
午
前
8
時
30
時
〜
午
後

５
時
45
分
※
学
校
休
業
日
は
午
前
８
時
〜

午
後
７
時
の
交
替
勤
務
の
場
合
あ
り

内
容
児
童
の
育
成
・
指
導

資
格
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
①

小
・
中
学
校
・
幼
稚
園
教
諭
免
許
ま
た
は

保
育
士
資
格
の
有
資
格
者
②
免
許
な
ど
は

無
い
が
そ
れ
に
相
当
す
る
子
育
て
経
験
な

ど
を
有
す
る

定
員
５
人
程
度

報
酬
市
が
定
め
る
嘱
託
員
報
酬
単
価
表

に
基
づ
き
支
給
※
報
酬
21
万
３
千
900
円
か

ら
、
割
増
賃
金（
ボ
ー
ナ
ス
）な
し
。
交
通

費
は
市
の
基
準
に
基
づ
き
支
給

選
考
作
文
、
面
接
※
試
験
日
は
５
月
８

日
㈫
を
予
定

そ
の
他
有
給
休
暇
・
子
ど
も
の
看
護
休

暇
・
育
児
休
業
あ
り
。
社
会
保
険
加
入
。

定
期
健
康
診
断
あ
り

申
込
４
月
16
日
㈪
〜
５
月
１
日
㈫
に

〒
191-

８
６
８
６
日
野
市
役
所
2
階
子
育

て
課
へ
申
込
書
と
作
文
を
郵
送
ま
た
は
持

参問
子
育
て
課（
☎
514
・
８
６
３
６
）

市政情報
HP

都
市
計
画
・
ま
ち
づ
く
り

日
野
市
住
宅
ス
ト
ッ
ク
活
用
推
進
協
議

会
市
民
委
員
募
集
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任
期
５
月
中
旬
か
ら
１
年
※
原
則
平
日

年
４
回
程
度
会
議
開
催

対
象
市
内
に
１
年
以
上
住
民
登
録
し
て

い
る
20
歳
以
上
の
方
で
市
の
空
き
家
対
策

に
関
心
が
あ
り
、
積
極
的
に
推
進
す
る
意

思
の
あ
る
方

募
集
人
数
１
人

そ
の
他
報
酬
あ
り

申
込
４
月
27
日
㈮（
必
着
）ま
で
に
〒
191-

８
６
８
６
日
野
市
役
所
３
階
都
市
計
画
課

（
FAX
583
・
４
４
８
３ 

tosikei@
city.hi

no.lg.jp

）へ
郵
送
ま
た
は
持
参
。
作
文

「
空
き
家
対
策
を
ど
う
進
め
る
か
」（
800
〜

１
千
600
字
）、
応
募
理
由
、
居
住
年
数
、

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
生
年
月
日
、
性
別
、

職
業
、
電
話
番
号
を
記
入
※
提
出
書
類
お

よ
び
作
文
は
返
却
し
ま
せ
ん

問
都
市
計
画
課（
☎
514
・
８
３
７
１
）　　くらし

・手続き
HP

住
民
票
・
戸
籍
・
印
鑑
登
録

イ
オ
ン
モ
ー
ル
多
摩
平
の
森
で
証
明
書

交
付
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
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全
国
の
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
㈱
各
店
舗
で

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
用
い
た
住
民
票

な
ど
の
証
明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し

ま
し
た
。

　
イ
オ
ン
モ
ー
ル
多
摩
平
の
森
で
は
、
イ

オ
ン
ス
タ
イ
ル（
総
合
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
）の
サ
ー
ビ
ス
カ
ウ
ン
タ
ー
内
に

証
明
書
交
付
が
可
能
な
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機

が
設
置
さ
れ
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
カ
ウ
ン

タ
ー
ス
タ
ッ
フ
が
常
駐
す
る
た
め
、
円
滑

に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

利
用
可
能
店
舗
全
国
の
イ
オ
ン
約
400
店
舗

※
多
摩
地
域
は
５
店
舗（
多
摩
平
の
森
、

ザ
・
ビ
ッ
グ
昭
島
、
東
久
留
米
、
む
さ
し

村
山
、
日
の
出
）

利
用
可
能
時
間
各
店
舗
の
営
業
時
間
内

問
市
民
窓
口
課（
☎
514
・
８
２
０
６
）▲3月14日のサービス開始PRイ

ベントの様子
　　くらし
・手続き
HP

ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル

剪
定
枝
の
拠
点
収
集
・
無
料
で
お
引
き

取
り
し
て
い
ま
す
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収
集
日
と
会
場
は
右
下
表
の
通
り
で

す
。
ご
家
庭
の
庭
木
な
ど
の
手
入
れ
で
出

た
剪
定
枝
は
、
剪
定
枝
チ
ッ
プ
化
リ
サ
イ

ク
ル
の
た
め
に
な
る
べ
く
拠
点
収
集
会
場

へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●剪定枝拠点収集（平成30年5月）
日程 持込時間  9：00～11：00 持込時間  13：30～15：30
3日㈷ 四ツ谷下東公園 カワセミハウス
4日㈷ 御嶽上公園 高幡不動駅北第四駐輪場入口
9日㈬ 旭が丘中央公園※ リサイクル事務所
10日㈭ てっぺん山公園 平山台健康・市民支援センター
15日㈫ 日野中央公園※ ハケ下公園
16日㈬ 駒形公園 （旧）鳥と緑の日野センター
17日㈭ 落川公園※ 日野台公園
21日㈪ 新坂下公園 日野中央公園
22日㈫ 通称たぬき公園 沢田公園
23日㈬ さいかちぜき公園 まつばやし地区広場
※は6：00から受付　
5月20日㈰13:30～15:30にクリーンセンターで臨時収集あり

問
ご
み
ゼ
ロ
推
進
課（
☎
581
・
０
４
４
４
）

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
日
曜
日
に
剪
定

枝
の
持
ち
込
み
を
受
け
付
け
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現
在
、
剪
定
枝
は
、
拠
点
収
集
会
場
で

収
集
し
て
い
ま
す
が
、平
日
の
み
の
た
め
、

試
行
で
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
の
臨
時
受

け
付
け
を
行
い
ま
す
。
直
接
会
場
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

日
時
５
月
20
日
、６
月
17
日
、７
月
22
日
、

10
月
21
日
、11
月
18
日
、12
月
16
日
の
い
ず

れ
も
日
曜
日
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

対
象
一
般
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
剪
定

枝
・
落
ち
葉

そ
の
他
持
ち
込
み
ル
ー
ル
は
ご
み
カ
レ

ン
ダ
ー
24
ペ
ー
ジ
参
照

問
ご
み
ゼ
ロ
推
進
課（
☎
581
・
０
４
４
４
）

■ひとり親家庭などと障害児の養育者に手当を支給します
　母子・父子家庭、障害のあるお子さまを養育している家庭
などに各種手当が支給されます。まだ申請されていない方は
お早めに申請してください。
　なお、4月から児童扶養手当の月額が変わります（下表参照）。

　いずれの手当も所得制限があるほか、児童が施設に入所し
ている場合などについて申請できないことがあります。詳細
はお問い合わせください。

問 子育て課（☎514-8598）

区分 対象 支給額 支給制限

育成手当
1003956ID

次のいずれかに該当する平成12年4月2日以降生まれの児童を養育している父、
母または養育者①父母が離婚②父または母が死亡もしくは生死不明③父または
母が重度の障害者④父または母が1年以上拘禁されている⑤父または母に1年以
上遺棄されている⑥婚姻によらないで出生⑦父または母が裁判所からのDV保護
命令を受けたとき

児童1人につき月額
13,500円

・所得が限度額以上
・対象児童が児童福祉
施設に入所している

障害手当
1003955ID

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方①愛の手帳1～3度程
度②身体障害者手帳1～2級程度③脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症

児童1人につき月額
15,500円

・所得が限度額以上
・対象児童が児童福祉
施設に入所している

児童扶養手当

（4月から月額0.5％引
き上げ）
1003952ID

次のいずれかに該当する平成12年4月2日以降生まれ（一定の障害がある児童は20
歳未満）の児童を養育している父、母または養育者①父母が離婚②父または母が
死亡もしくは生死不明③父または母が重度の障害者④父または母が1年以上拘禁
されている⑤父または母に1年以上遺棄されている⑥婚姻によらないで出生⑦父
または母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき

・本体額（第1子）
　10,030円～42,500円
・第2子加算額
　5,020円～10,040円
・第3子以降加算額
　3,010円～6,020円
（所得に応じて変わります）

・所得が限度額以上
・対象児童が児童福祉
施設に入所している　
・公的年金受給額が児
童扶養手当額を上回る

注意　重度の障害とは、①国民年金法および厚生年金法による障害等級1級程度の方②身体障害手帳1・2級程度の方③身体機能および精神に、労働することを不能にさせ、
かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有する方

■平成30～32年度の介護保険料額が決定しました　 1003623ID
65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに見直しを行っています。
このたび、平成30年度から3年間のサービス費用の見込みをもとに新たな介護保険料額を下表の通り決定しました。

問 高齢福祉課（☎514-8509）

所得段階 課税状況・所得による区分 基準に対する割合 保険料月額 保険料年額

第1段階
本
人
が
市
民
税
非
課
税

・生活保護受給者
・世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額（※1）＋（合計所得金額（※2)－  
　年金収入に係る所得（※3））の額が80万円以下

0.45 2,466円 29,592円

第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額＋（合計所得金額－年金収入に係
る所得）の額が80万円超120万円以下 0.65 3,562円 42,744円

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額＋（合計所得金額－年金収入に係
る所得）の額が120万円超 0.75 4,110円 49,320円

第4段階 世帯に市民税課税の方がいて、本人の公的年金等収入額＋（合計所得金額－年金収入に
係る所得）の額が80万円以下 0.85 4,658円 55,896円

第5段階
（基準額）

世帯に市民税課税の方がいて、本人の公的年金等収入額＋（合計所得金額－年金収入に
係る所得）の額が80万円超 1 5,480円 65,760円

第6段階

本
人
が
市
民
税
課
税

合計所得金額が125万円未満 1.1 6,028円 72,336円
第7段階 合計所得金額が125万円以上190万円未満 1.25 6,850円 82,200円
第8段階 合計所得金額が190万円以上400万円未満 1.5 8,220円 98,640円
第9段階 合計所得金額が400万円以上600万円未満 1.65 9,042円 108,504円
第10段階 合計所得金額が600万円以上800万円未満 1.8 9,864円 118,368円
第11段階 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満 2 10,960円 131,520円
第12段階 合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満 2.25 12,330円 147,960円
第13段階 合計所得金額が1,200万円以上1,400万円未満 2.5 13,700円 164,400円
第14段階 合計所得金額が1,400万円以上 2.75 15,070円 180,840円

※1 公的年金等収入額…所得税法第35条に規定される、課税の対象となる年金の収入額です（遺族年金・障害年金は対象になりません）
※2 合計所得金額… 収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なります）を控除した額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をす

る前の金額です。ただし、自宅の買換えや土地収用等の譲渡所得に係る税法上の特別控除額がある場合は、特別控除額を控除した額です
※3 年金収入に係る所得…その年中の公的年金等の収入金額から、公的年金等の控除額を控除した残額です

ひとり親・
障害児手当

介護保険料

7 6市役所　　　 585 ー 1111
かんたん検索!  市公式 HP に各記事の見出し横のID番号を入力

soudan@city.hino.lg.jp代表☎

市
政
の
お
知
ら
せ

市
政
の
お
知
ら
せ


